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産業建設常任委員会委員長報告 

（令和２年３月２４日）  

 

産業建設常任委員会に付託されました議案について、 

審査の経過概要と、その結果を報告します。 

 

まず、第 52 号議案、亀岡市道路の占用に関する条例の 

一部改正は、地域の活性化等に資する路上イベントに際し、 

一時的に設ける露店等に係る 日額
にちがく

の道路占用料等を 

定めようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第 53 号議案、亀岡市都市公園条例の一部改正は、

亀岡運動公園体育館における冷暖房設備の設置に伴い、 

使用料を定めようとするものであり、 

別段異論なく、採決の結果は、 

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 
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次に、第 54 号議案、亀岡市営住宅管理条例の 

一部改正は、市営住宅の入居に際し、連帯保証人の選任を 

不要とする等の改正をしようとするものであり、 

別段異論なく、採決の結果は、 

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第 55 号議案、亀岡市上下水道事業の設置等に 

関する条例の一部改正は、亀岡市の水道施設を使用して、 

南丹市に水道用水を供給するに当たり、 

地方公営企業法の規定により、水道用水供給事業の 

経営の基本に関する事項を定めるものであり、 

別段異論なく、採決の結果は、 

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第 60 号議案、市道路線の変更は、市道路線につい

て、１路線を変更しようとするものであり、 

別段異論なく、採決の結果は、 

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

以上、簡単ではありますが本委員会の報告といたします。 
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